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○いわき市中央卸売市場売渡物品の事故処理要綱 

昭和52年８月27日制定 

改正 

昭和55年７月１日 

昭和62年９月14日 

平成17年５月１日 

平成28年４月１日施行 

令和２年６月21日 

令和３年８月10日 

いわき市中央卸売市場売渡物品の事故処理要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、中央卸売市場（以下「市場」という。）において売買取引の成立後に発見した

異状確認対象物品（以下「事故品」という。）の処理を公正迅速に行い、適正かつ能率的な市場取

引を確保するため、いわき市中央卸売市場業務条例（昭和52年いわき市条例第52号）及びいわき市

中央卸売市場業務条例施行規則（昭和52年いわき市規則第30号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（事故品の範囲） 

第２条 卸売業者の販売した物品で、市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の承

認を受けた者（以下「買受人」という。）の申立てにより取引金額の一部又は全部を減額すること

ができる場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長の指定する職員（以下「検査員」とい

う。）の確認を受けたときとする。 

(１) 表示された数量と内容量が著しく相違しているとき。 

(２) 見本と現品の品質が著しく相違しているとき。 

(３) 粗悪品が混入し選別不十分と認められるとき。 

(４) 市場取引の経験から予見できないがあつたとき。 

２ 前項の規定により確認を受けようとする卸売業者は、売渡物品異状確認申請書（第１号様式。次

条において「申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の確認の結果売渡物品に異状を認めたときは、売渡物品異状確認証（第２号様式。

次条において「確認証」という。）を交付する。 

（事故品の処理方法） 
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第３条 卸売業者に対し、買受人から事故品に該当するものとして異議の申立てがあつたときは、次

の各号により処理するものとする。 

(１) 事故品の確認は、原則として卸売場内で行う。 

(２) 事故品の処理の申立ては、販売当日の正午までとする。ただし、この時間までに事故の発見

が不可能な物品については、この限りでない。 

(３) 卸売業者が、買受人から事故処理の申立てを受けたときは、直ちに検査員の立会いを求め、

買受人等と事故処理について協議するものとする。 

(４) 卸売業者は、事故処理の協議が成立したときは、直ちに申請書を市長に提出して検査員の確

認を受けなければならない。 

(５) 市長は、事故品であることを決定したときは確認証を申請者に交付する。 

（その他） 

第４条 卸売業者は、業務担当者による恣意的な事故処理を防止するため事故処理の責任体制を明ら

かにするとともに、内部における事故処理手続を明確にするものとする。 

附 則 

この要綱は、昭和52年８月27日から実施する。 

附 則（昭和55年７月１日） 

この要綱は、昭和55年７月１日から実施する。 

附 則（昭和62年９月14日） 

この要綱は、いわき市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例（昭和62年いわき市条例第36号）

の施行の日から実施する。 

附 則（平成17年５月１日） 

この要綱は、平成17年５月１日から実施する。 

附 則（平成28年４月１日施行） 

この要綱は、平成28年４月１日から実施する。 

附 則（令和２年６月21日） 

この要綱は、令和２年６月21日から実施する。 

附 則（令和３年８月10日） 

この要綱は、令和３年８月10日から実施する。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第２条関係） 

 


